
健 康 保 険 改 正 の 概 要

愛三工業健康保険組合



 ◎３未満 　２割 　２割

 ◎３歳以上義務教育就学前

 ◎義務教育就学後～７０歳未満

 ◎７０歳以上７５歳未満

 ◎７５歳以上

※現役並みの所得の高齢者：月収28万円以上、課税所得が年145万円以上の高齢者

　２割

　３割

　２割（現役並みの所得者は３割）

　１割（現役並みの所得者は３割）
　１割（現役並みの所得者は２割）

　３割 　３割

　１割（現役並みの所得者は３割）

年 齢 区 分 従来の自己負担割合 平成18年10月以降の自己負担割合 平成20年4月以降の自己負担割合

自己負担の見直し

自己負担割合と年齢区分が２段階で変ります
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 139,800円+[医療費-466,000円]×1%  150,000円+[医療費-500,000円]×1%  150,000円+[医療費-500,000円]×1%

 (77,700円)  (月収53万円以上  83,400円)  (83,400円)

  72,300円+[医療費-241,000円]×1%   80,100円+[医療費-267,000円]×1%   80,100円+[医療費-267,000円]×1%

 (40,200円)  (44,400円)  (44,400円)

　35,400円 　35,400円 　35,400円

 (24,600円)  (24,600円)  (24,600円)

 72,300円+[医療費-  80,100円+[医療費-  72,300円+[医療費-

 +[医療費-361,500円]×1%  +[医療費-267,000円]×1%  +[医療費-361,500円]×1%

 (40,200円)  (44,400円)  (40,200円)

 62,100円

 (44,400円)

 24,600円  24,600円  24,600円

 15,000円  15,000円  15,000円

 72,300円+[医療費-  80,100円+[医療費-  80,100円+[医療費-

 +[医療費-361,500円]×1%  +[医療費-267,000円]×1%  +[医療費-267,000円]×1%

 (40,200円)  (44,400円)  (44,400円)

 24,600円  24,600円  24,600円

 15,000円  15,000円  15,000円

(注)表中の(   )内の金額は、同一世帯で過去１年間に３回以上、高額療養費の支給を受け、４回目以降の支給を受ける場合の額です

   8,000円

 44,400円  44,400円

  44,400円

  24,600円

   8,000円

  44,400円

  12,000円

 44,400円

  44,400円

   8,000円

  12,000円  12,000円

   8,000円

  44,400円

  12,000円 40,200円

 40,200円

   8,000円

  40,200円

  12,000円

   8,000円

  40,200円

平成２０年４月から

７０歳未満
の人

７５歳以上
の人

７０歳以上
７５歳未満
の人

(住民税非課税) 低所得Ⅱ

従　　　　　来 平成１８年１０月から

現役並み所得者

一　　般

低所得者 低所得Ⅰ

現役並み所得者

一　　般

低所得Ⅰ

低所得Ⅱ

低所得者

(住民税非課税)

外来・入院（世帯単位) 外来(個人ごと) 外来・入院（世帯単位)外来(個人ごと) 外来・入院（世帯単位) 外来(個人ごと)

(住民税非課税)

上位所得者

(月収56万円以上)

一     般

低所得者

。

自己負担の見直し

自己負担限度額が見直されます

（例）医療費1,000千円の場合の一般の方の負担金額
      ［従来］　　　　　　　72,300円－(1,000,000円－241,000円）×1%＝79,890円
　　　［平成18年10月から］　80,100円－(1,000,000円－267,000円）×1%＝87,430円 　負担増　7,540円
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入院時食事療養費 高齢者医療制度の創設にあわせて、
65歳以上70歳未満の人についても、

入院したときに出させる 　　　 　４２，０００円/月 療養病床入院時の食費・居住費に
食事を入院時食事療養費 ついては、同様の見直しがおこな
といい、健康保険から われる予定です。
給付されています。  ※左記のひと月あた

   りの食費42,000円、

   居住費10,000円は、

自己負担    平均的な負担額で

（食材費相当） 　 す。実際には病院

 24,000円/月    と患者との契約で

 (光熱水費) １０，０００円/月    決められます。

◆ 低所得者の場合／所得に応じて、「食費＋居住費」の負担の上限が設定され、負担の軽減が図られます。
 【食費・居住費負担の上限】
 低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯） →３０，０００円
 低所得者Ⅰ（年金受給額80万円以下等） →２２，０００円
 低所得者Ⅰ（老齢福祉年金受給者） →１０，０００円

◆ 負担の対象外となる患者／入院医療の必要性の高い患者（人口呼吸器や静脈栄養等が必要な患者、
四肢麻痺や難病患者）については、従来どおり食材費相当のみの負担です。

急なケガや病気で入院するときのベッドを一般病床といいます。これに対して慢性的な病気で長期間入院するときのベッドが療養病床です。
認知症などの症状がある高齢者の多くは、この療養病床を利用しています。
療養病床は、医療保険で入院するベッド（25万人分）と介護保険で入院するベッド（13万人分）があります。
介護保険で療養病床に入院した場合は、平成17年10月から食費・居住費が利用者負担になりました。このため今回の改正では、介護保険との負担の
不均衡を解消するために、医療保険で療養病床に入院した場合も食費・居住費を負担することになりました。

食　　費・・・自己負担
（食材費＋調理コスト相当）

居住費・・・自己負担

自己負担の見直し

入
院
時
の
食
費

従　　　来 平成18年10月から 平成20年4月から

７０歳以上の人 ６５歳以上７０歳の人

療養病床って、意味がよくわからないけど・・・
病院のベッドになにか違いがあるの？

適用範囲を拡大

高齢者の入院（療養病床）の食費・居住費が利用者負担になります

３



３

① 出産育児一時金（本人・家族）の引上げ［平成18年10月から］ ② 出産手当金の引上げ［平成19年4月から］

埋葬料（本人・家族）の引下げ［平成18年10月から］ 傷病手当金の引上げ［平成19年4月から］

・任意継続保険者の出産手当金・傷病手当金の給付の廃止
・被保険者資格を失った人が受けられる出産手当金の給付廃止

現金給付の見直し

平成18年10月から従　　来 従　　来 平成19年4月から

引上げ
標
準
報
酬
日
額

引上げ

従　　来 平成18年10月から

賃金の
１カ月分
最低保障
１０万円 １０万円 ５万円

本 人 家 族 本人・家族とも

退職後の給付［平成19年4月か
ら］

本人・家族が死亡したとき

赤ちゃんができたとき

病気やケガで会社を休み給与が出ないとき

引下げ

１児につき

３０万円

１児につき

３５万円 １日につき賃金の

６割相当額

１日につき賃金の

３分の２相当額

標
準
報
酬
日
額

従　　来 平成19年4月から

標
準
報
酬
日
額

引上げ
１日につき賃金の

６割相当額

１日につき賃金の

３分の２相当額

標
準
報
酬
日
額

(例) 標準報酬月額 30万円の場合：１８万円 → ２０万円

(例) 標準報酬月額 30万円の場合：１８万円 → ２０万円

４



報  酬  月  額
報　酬　月　額

改正前 改正後 月 額  単位：円）
１ 　　　５８，０００ 　　　６３，０００ 未　満
２ 　　　６８，０００ 　　　６３，０００ 以　上 　　　７３，０００ 未　満
３ 　　　７８，０００ 　　　７３，０００ 以　上 　　　８３，０００ 未　満
４ 　　　８８，０００ 　　　８３，０００ 以　上 　　　９３，０００ 未　満

１ ５ 　　　９８，０００ 　　　９３，０００ 以　上 　　１０１，０００ 未　満
２ ６ 　　１０４，０００ 　　１０１，０００ 以　上 　　１０７，０００ 未　満
３ ７ 　　１１０，０００ 　　１０７，０００ 以　上 　　１１４，０００ 未　満
４ ８ 　　１１８，０００ 　　１１４，０００ 以　上 　　１２２，０００ 未　満
５ ９ 　　１２６，０００ 　　１２２，０００ 以　上 　　１３０，０００ 未　満
６ １０ 　　１３４，０００ 　　１３０，０００ 以　上 　　１３８，０００ 未　満
７ １１ 　　１４２，０００ 　　１３８，０００ 以　上 　　１４６，０００ 未　満
８ １２ 　　１５０，０００ 　　１４６，０００ 以　上 　　１５５，０００ 未　満
９ １３ 　　１６０，０００ 　　１５５，０００ 以　上 　　１６５，０００ 未　満
１０ １４ 　　１７０，０００ 　　１６５，０００ 以　上 　　１７５，０００ 未　満
１１ １５ 　　１８０，０００ 　　１７５，０００ 以　上 　　１８５，０００ 未　満
１２ １６ 　　１９０，０００ 　　１８５，０００ 以　上 　　１９５，０００ 未　満
１３ １７ 　　２００，０００ 　　１９５，０００ 以　上 　　２１０，０００ 未　満
１４ １８ 　　２２０，０００ 　　２１０，０００ 以　上 　　２３０，０００ 未　満
１５ １９ 　　２４０，０００ 　　２３０，０００ 以　上 　　２５０，０００ 未　満
１６ ２０ 　　２６０，０００ 　　２５０，０００ 以　上 　　２７０，０００ 未　満
１７ ２１ 　　２８０，０００ 　　２７０，０００ 以　上 　　２９０，０００ 未　満
１８ ２２ 　　３００，０００ 　　２９０，０００ 以　上 　　３１０，０００ 未　満
１９ ２３ 　　３２０，０００ 　　３１０，０００ 以　上 　　３３０，０００ 未　満
２０ ２４ 　　３４０，０００ 　　３３０，０００ 以　上 　　３５０，０００ 未　満
２１ ２５ 　　３６０，０００ 　　３５０，０００ 以　上 　　３７０，０００ 未　満
２２ ２６ 　　３８０，０００ 　　３７０，０００ 以　上 　　３９５，０００ 未　満
２３ ２７ 　　４１０，０００ 　　３９５，０００ 以　上 　　４２５，０００ 未　満
２４ ２８ 　　４４０，０００ 　　４２５，０００ 以　上 　　４５５，０００ 未　満
２５ ２９ 　　４７０，０００ 　　４５５，０００ 以　上 　　４８５，０００ 未　満
２６ ３０ 　　５００，０００ 　　４８５，０００ 以　上 　　５１５，０００ 未　満
２７ ３１ 　　５３０，０００ 　　５１５，０００ 以　上 　　５４５，０００ 未　満
２８ ３２ 　　５６０，０００ 　　５４５，０００ 以　上 　　５７５，０００ 未　満
２９ ３３ 　　５９０，０００ 　　５７５，０００ 以　上 　　６０５，０００ 未　満
３０ ３４ 　　６２０，０００ 　　６０５，０００ 以　上 　　６３５，０００ 未　満
３１ ３５ 　　６５０，０００ 　　６３５，０００ 以　上 　　６６５，０００ 未　満
３２ ３６ 　　６８０，０００ 　　６６５，０００ 以　上 　　６９５，０００ 未　満
３３ ３７ 　　７１０，０００ 　　６９５，０００ 以　上 　　７３０，０００ 未　満
３４ ３８ 　　７５０，０００ 　　７３０，０００ 以　上 　　７７０，０００ 未　満
３５ ３９ 　　７９０，０００ 　　７７０，０００ 以　上 　　８１０，０００ 未　満
３６ ４０ 　　８３０，０００ 　　８１０，０００ 以　上 　　８５５，０００ 未　満
３７ ４１ 　　８８０，０００ 　　８５５，０００ 以　上 　　９０５，０００ 未　満
３８ ４２ 　　９３０，０００ 　　９０５，０００ 以　上 　　９５５，０００ 未　満
３９ ４３ 　　９８０，０００ 　　９５５，０００ 以　上 １，０５０００００ 未　満

４４ １，０３０，０００ １，００５，０００ 以　上 １，０５５，０００ 未　満
４５ １，０９０，０００ １，０５５，０００ 以　上 １，１１５，０００ 未　満
４６ １，１５０，０００ １，１１５，０００ 以　上 １，１７５，０００ 未　満

保険料計算の見直し

(単位：円)

保険料計算の基礎となる標準報酬の等級が拡大［平成19年4月から］
標準賞与額を年間540万円に見直し
           ［平成19年4月から］

１回あたり

２００万円

年　間

５４０万円

平成19年4月から従　　来

引上げ

　(例)　健康保険料（個人負担）
　
　　①毎月の保険料（標準報酬月額　120万円の方）
　
　　　［従来］　　　　　　 980千円×33.6/1000＝ 32,928円

　　　［平成19年4月から］1,210千円×33.6/1000＝ 40,656円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　負担増   7,728円

 　　②賞与時の保険料（賞与　540万円（年１回支払い））
　
　　　［従来］　　　　　 2,000千円×33.6/1000＝ 67,200円
　
　　　［平成19年4月から］5,400千円×33.6/1000＝181,440円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　負担増 114,240円

５


	表紙



